

レセプト内容点検等業務

１　業務内容
⑴　単月点検
ア　点検対象
医療入院・医科入院外（以下「外来」という。）・歯科・調剤・訪問看護のレセプト
イ　点検内容
各月到着分の上記アについて、病名、年齢、その他患者の状況に応じ、初診・再審・乳幼児加算・指導・在宅・投薬・注射・処置・手術・麻酔・検査・画像診断その他、入院等の各欄に係わる請求が適正に行われているか着目し、点数・請求金額の算定・縦計・横計・診療実日数・内容に誤り及び疑義等がないか点検を行う。なお、本業務はレセプト管理システム専用端末を使用することとし、電子レセプト及び紙媒体のレセプトを使用して点検等業務を行う。
（ア）傷病名と診療内容との関連について疑義がないか点検する。
（イ）調剤レセプトは、医科レセプトと突合し点検する。点検時に医科レセプトがなかった調剤レセプトについては、レセプト管理システムより㊢レセプトを出力し、受給者番号順に並び替え、次月以降に繰り越して対応する医科レセプトを探し点検する。
（ウ）重複受診（同一人が同一月において、複数医療機関から同一又は類似した傷病に関るレセプト請求があるもの）を点検する。
（エ）診療開始日が前月以前であるのに初診料が算定されていなか点検する。
（オ）診療継続中に他の疾病が発生した場合に初診料が加算されていないか点検する。
（カ）外来管理加算が算定されている場合に、処治療、手術・麻酔料、理学療法及び精神特殊療法料のいずれかが算定されていないかを点検する。
（キ）医学管理料が場合に加算されている場合に、対象外疾病でないか、診療開始日から１か月を経過しているか、同一病院の２科以上の診療科で算定されていないかを点検する。
　　　（ク）区が提供する自立支援医療（精神通院医療）対象者リストを参照し、精神通院医療適用内の生活保護単独レセプトがあるか点検する。あった場合は再審査請求処理を行う。
（ケ）区が提供する自立支援医療（更生・育成医療）対象者リストを参照し、更生・育成医療適用内の生活保護単独レセプトがあるか点検する。あった場合は再審査請求処理を行う。
（コ）乳幼児加算が算定されている場合は、年齢要件を満たしているか点検する。
（サ）療養病棟等に１８０日を超えて入院している患者に係る特別料金の請求書について、対象年月のレセプトと照合し、請求内容を点検し電子レセプトに写しを印刷する。
（シ）区が提供する感染症法３７条・３７条の２対象者リストを参照し、感染症法３７条・３７条の２適用内の生活保護単独レセプトがあるか点検する。あった場合は再審査請求処理を行う。
（ス）区が提供する難病医療助成（難病通院）対象者リストを参照し、難病医療助成内の生活保護単独レセプトがあるか点検する。あった場合は再審査請求処理を行う。
（セ）その他、生活保護法に優先する他法制度が適用されるか疑義が生じる事項があれば、その適用内のレセプトがあるか点検する。あった場合は再審査請求処理を行う。
（ソ）適用欄に「在庫」、「医師」、「薬価」、「福祉」のいずれかが記載されている調剤レセプトを抽出し、㊢レセプトを出力の上、区に提出する。
（タ）その他疑義が生じる事項があれば点検し、区に報告する。
ウ　業務報告書記入
レセプトの点検枚数を入院・外来・歯科・調剤・訪問看護ごとに分類し集計する。
エ　頻回受診者の抽出及び管理
（ア）頻回受診者を抽出する「把握月」は、６月、９月、１２月、３月とする。
（イ）把握月のレセプト（連名簿を含む。）により、同一傷病について、同一月内に同一診療科目を１５日以上受診している者を抽出し、そのうち、把握月の通院日数と把握月の前月及び前々月の通院日数の合計が４０日以上になる者は㊢レセプトを出力するとともに、世帯ごとの通院台帳を作成し、必要事項（氏名、医療機関、通院回数等）を記載すること。㊢レセプトは受給者番号順に並び替え通院台帳等の書類を付けて区に引き渡すこと。詳しくは区から提供する「頻回受診者に対する適正受診指導要領」を参考にすること。
オ　精神通院医療の優先活用の対象者の抽出
（ア）生活保護版レセプト管理システムを活用し、レセプトのうち、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケアの記載があるレセプトを抽出・把握する。抽出月は４月、７月、１０月、１月とする。㊢レセプトは受給者番号順に並び替え通院台帳等の書類を付けて区に引き渡すこと。
⑵　縦覧点検
年２回、３月及び９月診療月分の単月点検時にあわせて実施する。
　　ア　点検対象
１回目　１０・１１・１２・１・２・３月診療分（３月診療月分の単月点検時）
　　　　２回目　４・５・６・７・８・９月診療分（９月診療月分の単月点検時）
イ　点検内容
連続月あるいは一定期間内に重複算定できない診療内容、単月ではその適否が判断できない診療内容等に係るレセプトについて、診療報酬の算定方法に誤り及び疑義がないか点検する。
⑶　再審査請求に伴う業務
上記⑴ア・イ及び⑵ア・イの内容点検の結果、誤り及び疑義の発見されたレセプトについて、次のことを実施する。
ア　電子レセプトの再審査請求のシステム登録
レセプト管理システム専用端末機を使用し、区が指定する日までに再審査請求のシステム登録を行う。なお、区から提供する資格過誤分、医療機関等からの明細書返付依頼書分等についても再審査請求のシステム登録を行う。
イ  レセプトの再審査請求書類等の作成
レセプトを公費負担者番号別、自県分・他県分別、原票種別に分類する。必要項目を電子記録媒体等に公費負担者番号別に入力し、区の指定した日に提出する。なお、支払基金に提出する再審査請求用電子記録媒体に関しては、オンライン請求を行うもの、オンライン請求を行わないものに分けて作成する。再審査等請求内訳票に所定事項を記載し、それを過誤のレセプトに添付する。その他詳細は、社会保険診療報酬支払基金発行の「電子媒体による再審査等請求規定」及び「オンラインによる電子レセプトの再審査等請求に係る手引き」を参考にすること。以上は内容上の再審査に関する入力であるが、区が提供する資格過誤分、医療機関等からの明細書返付頼書分等についても、再審査請求書類等の作成を行う。
　　ウ　再審査請求内訳書の作成
再審査請求が行われるレセプトを公費負担者番号別、自県分・他県分別、原票種別に分類する。分類ごとの再審査請求内訳書を作成する。
　　　（ア）生活保護の資格関係・診療内容について使用すること。
　　　（イ）生活保護の調剤審査について使用すること。
　　　（ウ）中国残留邦人の資格関係・診療内容について使用すること。
　　　（エ）中国残留邦人の調剤審査について使用すること。
エ　収納整理
再審査請求結果について、レセプト管理システム専用端末機で再審査請求結果情報の取り込みを行う。再審査請求結果登録が完了した紙レセプトは区が準備したボックス・ホルダーへ、生活保護受給者ごと、診療月順に収納する。レセプトの診療年度を確認し、年度別のボックス・ホルダーに誤りなく収納すること。なお、受給世帯のボックス・ホルダーがない場合は、新規作成すること。資格の過誤調整済レセプトについては、上記⑴ア・イ及び⑵ア・イの点検をしてから収納をすること。
⑷　レセプトの引渡し及び業務完了報告
受託者は期間内に業務を終了させ、上記の業務終了後、次のものを区に引き渡すこと。
ア　再審査請求に関する書類（再審査等該当のレセプトは、再審査等請求内訳票貼付のものとする。）
イ　再審査請求用電子記録媒体等一式（ＣＤ－ＲＯＭ）
ウ　再審査請求内訳一式
エ　適用欄に「在庫」、「医師」、「薬価」、「福祉」のいずれかが記載されている調剤レセプトの写し
オ　頻回受診該当者を抽出したレセプト（受給者番号順）及び通院台帳等添付書類
カ　業務報告書
⑸　特記事項
ア　本業務に必要な書類・文房具・電子記録媒体等は受託者が用意すること。
イ　年度途中等で医療制度改正等（業務内容に影響があるもの）があった場合の対応は、区と受託者で協議の上、決定する。
ウ　レセプト点検業務は全て目視によって行うこととし、機械による自動点検及びその他の方法による点検は行わない。
２　その他
医療機関においてレセプトの作成に従事している者を当該業務に従事させたり、再委託したりしてはならない。　
３　業務報告書様式
別添「レセプト内容点検等業務報告書」のとおり
４　作業日程
　　別途調整する
